
 

 

 

 

あいちビジョン 2030 フォローアップ懇談会開催要綱 

 

（目的） 

第１条 あいちビジョン 2030 の点検・評価にあたり、施策の進捗や新たな政策

課題等について、専門的見地から意見を聴取するため、あいちビジョン 2030

フォローアップ懇談会（以下「懇談会」という。）を開催する。 

 

（構成） 

第２条 懇談会は、別表に掲げる委員により構成する。 

 

（座長） 

第３条 懇談会には座長を置く。 

２ 座長は懇談会を統括し、会議の進行にあたる。 

 

（会議の公開等） 

第４条 会議は原則として公開するものとする。ただし、愛知県情報公開条例

（平成１２年愛知県条例第１９号）第７条に規定する不開示情報が含まれる

等、会議の内容により公開に支障があると座長が判断した場合はこの限りで

はない。 

２ 前項により、会議を公開する場合の傍聴方法等については別途定める要領

による。 

 

（開催期間） 

第５条 懇談会は、令和５年度において開催する。 

 

（庶務） 

第６条 懇談会の庶務は、愛知県政策企画局企画調整部企画課において処理す

る。 

 

（その他） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、懇談会の運営に必要な事項は、別に定

める。 

 

附則 

この要綱は、令和５年９月１日から施行する。 
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別表 

あいちビジョン 2030 フォローアップ懇談会委員 

 

（五十音順：敬称略） 

 

氏 名 所属・職 備 考 

粟 生 万 琴 株 式 会 社 LEO CEO/代 表 取 締 役  

安 藤  究 
名 古 屋 市 立 大 学 大 学 院 

人 間 文 化 研 究 科  教 授 
 

井 料  美 帆 
名 古 屋 大 学 大 学 院 環 境 学 研 究 科 

都 市 環 境 学 専 攻  准 教 授 
 

植 村  友 恵 
株 式 会 社 リ ク ル ー ト 

就 職 Shop 推 進 部  部 長 
 

内 田  俊 宏 中 京 大 学 経 済 学 部  客 員 教 授 座 長 

柄 谷 友 香 名 城 大 学 都 市 情 報 学 部  教 授  

小 林  敬 幸 
名 古 屋 大 学 大 学 院 工 学 研 究 科 

化 学 シ ス テ ム 工 学 専 攻 准 教 授 
 

高 綱  睦 美 
愛 知 教 育 大 学 教 育 科 学 系  

学 校 教 育 講 座  准 教 授 
 

田 中 武 憲 名 城 大 学 経 営 学 部  教 授  

西 川  亮 立 教 大 学 観 光 学 部 観 光 学 科  准 教 授  

松 宮  朝 愛 知 県 立 大 学 教 育 福 祉 学 部  教 授  

 


